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             逗子市教育委員会 



 

                 会 議 録 

 平成１８年８月２４日逗子市教育委員会８月定例会を逗子市役所５階第６会議室に招集し

た。 

 

◎ 出席者 

  委 員 長                         小 島 裕 子 

  教 育 委 員                         五十嵐   樹 

  教 育 委 員                         村 松 邦 彦 

  教 育 委 員                         吉 﨑 久 治 

  教 育 長                         村 上   裕 

  教 育 部 長                         新 明   武 

   

教 育 部 担 当 部 長                       

                森 本 博 和 

  （文化・教育ゾーン担当） 

  教 育 部 次 長                         嶋   六 三 

  教 育 部 次 長                         武 藤 正 廣 

  教 育 総 務 課 長                         草 栁   清 

  学 校 教 育 課 長                         倉 地 正 行 

  学 校 教 育 課 主 幹                         柳 原 正 廣 

  学校教育課課長補佐                         金 沢   聖 

  生 涯 学 習 課 長                         矢 島 茂 生 

   

生 涯 学 習 課 主 幹                       

                竹 内 敏 春 

   （文化財保護担当） 

   

体 育 課 長                       

                石 井 義 雄 

  兼 体 育 館 長                       

  図 書 館 長                         川 上 喜久夫 

  

 文化プラザホール主幹                       

                小 俣 雄 司 

 （（仮称）生涯学習棟担当） 

 



  事務局 

  教育総務課課長補佐                         永 島 重 昭 

 

  教 育 総 務 課 副 主 幹                       

                舘   兼 好 

  庶 務 係 長 事 務 取 扱                       

 

 

◎ 開会時刻    午後 １ 時３２分 

◎ 閉会時刻    午後 １ 時４４分 

 

◎ 会議録署名委員決定  吉﨑委員、村松委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ○小島委員長  

 会議に先立ちまして、傍聴の皆様にお願い申し上げます。傍聴に際しては、入り口に掲示

されております注意事項をお守りくださるようお願いいたします。なお、教育委員会の議決

により、秘密会にすべき事項と思われる案件が出されたときには御退場いただくことがあり

ますので、御了承ください。 

 ○小島委員長  

 では、定足数に達しておりますので、ただいまから平成１８年逗子市教育委員会８月定例

会を開催いたします。 

 それでは会議に入ります。本日の会議日程はお手元に配付したとおりでございます。 

 会議規則により、本日の会議録署名委員は吉﨑委員、村松委員にお願い申し上げます。 

 では、これより会議日程に入ります。 

 

 ◎日程第１「教育長報告事項」  

 ○小島委員長  

 日程第１「教育長報告事項」についてを議題といたします。 

 教育長、御報告をお願いします。 

 ○村上教育長  

 この間、夏休みということもありまして、特別な会議そのものはございませんでした。 

 つきまして、この休みを利用させていただきまして、各学校の校長さんと特色ある学校づ

くりのヒアリング及び学校経営について話す機会を設けました。これは各学校長が描く自校

の特色で、予算を伴うものについて事業内容と予算の内訳をプレゼンしていただきました。

我々行政側は学校長の要望をもとに精査、検討して、来年度の予算を組み立てる資料にとい

うことで、特色ある学校づくりのヒアリングを終えております。 

 これとあわせて、今年度、学校長の経営について、経営案を夏休み前に受け取っておりま

すので、それについて各学校長と話し合いをさせていただきました。そして、校長から説明

を受けるとともに、こちらの経営に対する要望というものを伝えております。この中で、来

年度より学校目標、学校評価、それらを具現化するための予算要望を、前年度の９月に提出

してもらうことを提示しております。それはなぜならば、２月くらいから４月くらいまで、

卒業式また人事異動、入学式等のあわただしい中、学校評価を行い、それを生かしながら学

校目標、経営案を作成していくということが、一つ一つの見直しがおろそかになる可能性が



ある。ついては、またリーダーである学校長が４月にかわった場合、何日間でその学校の実

態に基づいて学校経営案を作成するということは大変なことです。それは私が実際に教育委

員会から現場に戻ったとき、数日間で今年度の学校経営を作成しました。それは大変なエネ

ルギーを要することです。ついては、新任校長は９月につくられた経営案を翌年の４月に赴

任した場合、半年はじっくり見ながら、取り組みながら進められる。転勤のなかった学校長

は３、４月で経営方針の微調整が可能であるということです。したがいまして、６、７、８

月で外部評価をもとに、学校評価の分析を真摯に受けとめて、学校経営に反映させて、それ

で学校方針と学校の特色づくりを具現化するための予算要望を９月に提出するという形が一

つ一つの充実を図る上で一番適切かなと判断しております。 

 学校経営の方針案と、及び学校評価の項目の作成に当たって、特にお願いしたことは、や

はり非常にきれいな言葉でまとめるというよりも、ねらいをマニフェスト風に、できたかで

きないかということを何に基づいて評価できるのか。例えば４であれば、なぜ３じゃなくて

４がつくのか。そういうことを明確化する中で、できるだけ具体的な項目づくりをお願いし

たい。それについては学校経営案ということで示すのか、それか評価の方でそういうことを

示すのかという、これは学校長に任せるところでございます。 

 つきまして、委員の皆様から今後これらについて経営に参考になること等、何か御進言が

ありましたら、御助言いただきたいなということをお願いしたいと思います。以上です。 

 ○小島委員長  

 ありがとうございました。本件について御質疑、御意見ございますでしょうか。特にござ

いませんか。 

 では、特に御質疑もないようですので、教育長報告事項を終わらせていただきます。 

 

 ◎日程第２「報告第１７号逗子市教育委員会管理職職員業績評価規程の一部改正について」  

 ○小島委員長  

 日程第２「報告第１７号逗子市教育委員会管理職職員業績評価規程の一部改正について」

を議題といたします。事務局より御報告をお願いいたします。 

 ○草栁教育総務課長  

 それでは、報告第１７号逗子市教育委員会管理職職員業績評価規程の一部改正について御

報告を申し上げます。 

 逗子市教育委員会の所管に係る逗子市教育委員会管理職職員業績評価規程の一部改正につ



きましては、急施を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任する事務等に関する規則第

３条第１項の規定に基づきまして、別紙のとおり教育長の臨時代理により行いましたので、

同条第２項の規定に基づきまして、本日御報告をし、御承認をお願いするものでございます。 

 今回の改正理由につきましては、部長職用シート、教育委員会には教育部長及び担当部長

が対象でありますが、このシートを廃止しまして、評価シートのその２という形をとらせて

いただく。これには８級職及び７級職を対象に、新設をさせていただくというものでござい

ます。その２の評価シートの評価項目につきましては、委員の皆様のお手元に御配付をさせ

ていただいております市長部局同様に、級別の項目を設定させていただくものであります。

また、評価シート管理職共通部分につきましては、評価シートその１に改めさせていただく

ものでございます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

 ○小島委員長  

 ありがとうございます。本件について御質疑、御意見ございますでしょうか。 

 特に何かお気づきのことなど、よろしいでしょうか。 

 よろしいですか。では、特に御質疑、御意見ございませんので、本件について承認をする

ということでよろしいでしょうか。 

                （ 全員異議なし ） 

 では、本件について承認することに決定をいたしました。 

 

 ◎日程第３「その他」  

 ○小島委員長  

 日程第３「その他」についてを議題といたします。 

 議事として何かお持ちでしょうか。 

 ○矢島生涯学習課長  

 それでは、野外活動センターの状況について御報告をさせていただきます。 

 野外活動センターの宿泊利用につきましては、６月の定例会で休止の決定と、今後の施設

運営につきまして、法令に適合した施設として見直しをし、市長部局と速やかに条例改正を

含め協議、調整していくことを御報告させていただきました。その後、関連部局と野外活動

センター利用に関する調整会議を開催させていただきました。法令に適合した施設という見

直しの中で検討を重ねた結果、逗子市蘆花記念公園条例に位置づけられております野外活動



センターを廃止し、研修棟につきましては環境部所管の逗子市蘆花記念公園内の休憩所とし

て原則自由使用と、従来と同じく占有利用もできるようにし、また宿泊棟は廃止し、普通財

産としての方向性が決まり、９月議会に環境部より条例改正を提案していく予定で準備を進

めております。以上でございます。 

 ○小島委員長  

 ありがとうございました。特に御質疑などございますか。 

 ○五十嵐委員  

 その状態で、ある程度の市民のニーズにこたえられるというか、教育用施設としてのニー

ズにはこたえられるというふうにお考えですか。 

 ○矢島生涯学習課長  

 利用の状況につきましては、今現在、日帰り利用という中で実施しております。その利用

と変わらない形での利用というふうに考えておりますので、今後利用されている方、不便性

はないと考えております。 

 ○五十嵐委員  

 休憩所ということで、あそこの開園時間みたいなものはないかと思うんですが、使用でき

る時間帯とかに変化があるかどうか、教えていただけますか。 

 ○矢島生涯学習課長  

 今まで研修棟の利用時間につきましては、午前９時から午後４時まで研修棟の開設をして

おりますので、その時間に合わせて、休憩利用での開園にさせていただければと思います。 

 ○小島委員長  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、ほかに何か議事としてお持ちでしょうか。 

 ございませんか。では、ほかに議事がないようですので、その他についてを終わります。 

 最後に次回の定例会ですけれども、次回は９月２８日、木曜日、午後３時からを予定して

おります。 

 これをもちまして教育委員会８月定例会を終了いたします。ありがとうございました。 


